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委託業務特記仕様書

（本業務の特記仕様事項）

第１条 本委託業務は、「公共施設維持管理業務（除草・剪定等）委託（請負型）契約書」

に基づき実施しなければならない。

（土木工事共通仕様書の適用）

第２条 本委託業務の施工については、「徳島県土木工事共通仕様書 令和６年７月」に

基づき実施しなければならない。なお、「徳島県土木工事共通仕様書」に定めのないも

ので、機械工事の施工にあっては「機械工事共通仕様書（案）」（国土交通省大臣官房

技術調査課施工企画室）、電気通信設備工事にあっては「電気通信設備工事共通仕様書」

（国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室）に基づき実施しなければならない。

２ ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、

便覧等は改定された最新のものとする。なお、工事途中で改定された場合はこの限り

でない。

（現場責任者）

第３条 受注者は、現場責任者を定め、契約締結した日の翌日から起算して１０日以内（徳

島県の休日を定める条例（平成元年徳島県条例第３号）第１条第１項各号に掲げる日を

除く。）（１０日以内に現場作業を開始する場合は、作業開始の前日まで）に、現場責任

者の氏名、その他必要な事項を記した書面（様式第５号）をもって発注者に通知しなけ

ればならない。現場責任者を変更したときも、同様とする。

２ 現場責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、この契約に

基づく一切の権限（業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、

第８条第１項の請求の受理、同条第２項の決定及び通知、同条第３項の請求、同条第４

項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。）を行使することができる。

３ 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場責任者に委

任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者

に通知しなければならない。

４ 現場責任者は、現場作業の開始から終了の日の期間は、この業務に専任するものとし、

作業時間帯は不測の事態に備え、監督員と常時、連絡・協議を行える体制を確保し、安

全かつ円滑に業務を遂行するよう努めなければならない。

５ 現場責任者は、現場作業期間を除く日は、この業務の履行期間内であっても、他の請

負工事の現場代理人・専任を要する監理技術者・主任技術者（下請負の場合も含む）、

及び別の維持管理業務の現場責任者として従事することを妨げない。

また、専任を要しない請負工事の主任技術者として従事する場合は、現場作業期間も

含め、同様の取り扱いとする。
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（支障物件）

第４条 受注者は、業務着手前に必ず施工箇所の支障物件について確認し、監督員に「支

障物件確認書（現場着手時）」を提出し、監督員の確認を受けた後、工事に着手すること。

（交通誘導警備員）

第５条 本委託業務は交通誘導警備員Ｂを合計８名（交替要員無し）見込んでいる。

なお、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議するものとする。

（再生利用のための建設副産物の搬出）

第６条 受注者は、本委託業務の施工により発生する次の建設副産物について、再資源化

を行うため産業廃棄物中間処理許可施設（再資源化施設）へ搬出すること。また、搬出

に際しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守しなければならない。

（資材価格高騰に対する特例措置）

第７条 本委託業務は、資材価格高騰に対する特例措置の対象である。

２ 本業務委託は、当初契約締結後において、設計単価の適用年月を、積算月から契約月

へ変更するものとする。

（しゅん工標設置）

第８条 本委託業務は、しゅん工標の設置を省略する。

（業務の完了報告）

第９条 受注者は、業務を完了したときは、委託業務完了報告書に関係書類を添えて、監

督員に提出しなければならない。

（その他事項）

第１０条 本特記仕様事項に該当しない内容については、監督員と協議して定めるものと

する。



様式第５号

令和 年 月 日

殿

受注者 住所

氏名 印

現場責任者届

業務名

上記業務の現場責任者を次の者に定めましたので、お届けします。

氏 名（生年月日） （ ． ． 生）

現場責任者の

取 得 資 格 等 顔写真を貼付

（取得資格があれば）

※１ 現場責任者と請負者との直接的な雇用関係が確認できるもの（健康保険証の写し等）を添付する
こと。
＜直接的な雇用関係＞現場責任者と所属建設業者との間に雇用に関する一定の権利義務関係が

存在することであり、在籍出向者や派遣社員は含めない。

※２ 取得資格等がある場合は、以下の(1)､(2)について記入及び添付をすること。
(1) 取得資格等の欄には、建設業法第７条第２号イ、ロ、ハ及び第１５条第２号イ、ロ、ハのうち該

当するものを記入すること。
(2) 資格が、建設業法第７条第２号ハ及び第１５条第２号イ、ハに該当するものは技術者取得資格証

明書の写しを、建設業法第７条２号イ、ロ及び第１５条第２号ロに該当するものは実務経験証明
書を添付すること。


